
【対象となる行事】 

大学・高校・専門学校などが開催する講義・ 

講演会など 

【講座内容／講師】 

労働基準法を中心に 

労働法令全般に関するもの 

講師:社会保険労務士 

★就活生に向けて、労働法や社会保障などの働く
上でのルールについてイベントを行いたい! 

★アルバイトをする上でのトラブル防止に向けた
セミナーを開催したい! 

★労働関係の講義の１コマとして、育児・介護休
業法の解説をしてほしい! 

 

 
  

 
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/17-6-8-0-0-0-0-0-0-0.html 

労 働 に 関 す る 

※勉強会や講演会等（政治、宗教、営利を目的とする集会等除く。）で、原則10人以上
が参加する行事、かつ各年度につき3月31日までに開催されるものが対象です。 

■申込期限 
原則として、実施希望
日の2ヵ月前まで 
（まずはご相談ください） 
 

■開催日時 
月曜日～金曜日 
午前10時～午後9時のうち 
50分以上２時間以内 

■会場・機材等 
実施団体でご用意を
いただきます 
（会場は名古屋市内） 

お問い合わせ・お申込み 名古屋市 経済局 労働企画課 

★申込書は裏面参照 

TEL:052-972-3145 
FAX:052-972-4129 

MAIL:ａ3145@keizai.city.nagoya.lg.jp 

名 古 屋 市 

で、専門家がニーズに合わせた講座を行います! 

オンライン開催も可能です！

（機材等は実施団体でご用意

ください） 

講座内容の詳細は 

事前打ち合わせの上、 

決定します！ 

出 前 講 座
大学・高校・専門学校で実施する講義等に講師を派遣します! 

労働基準法 

とは？ 



学学生向け「労働に関する出前講座」申込書 

 
  年  月  日 

(あて先) 名古屋市長 
              団体名                    

 
              所在地 

 
              代表者氏名 

 
学生向け「労働に関する出前講座」について、下記のとおり申し込みます。 

 
記 

 

「労働法講座」 
申込テーマ 

 

＊該当するものに○を 

付けてください。 

(複数テーマ選択可) 

(全般) 
(個別) 

 
 
 
 

１ 労働法令全般に関するもの 
２ 労働条件に関するもの 
３ 社会保障に関するもの 
４ パート･派遣労働に関するもの 
５ ワーク･ライフ･バランスに関するもの 
６ その他（               ） 

講座開催の趣旨・目

的 

 

担当者連絡先 

氏名： 
TEL： 
FAX： 
E-Mail： 

参加予定人数 約          人 

希望日時 

第１希望 
（  月 日（ ）  時  分 ～   時  分） 
会 場（                    ） 
所在地（                    ） 
第２希望 
（  月  日（ ） 時  分 ～   時  分） 
会 場（                    ） 
所在地（                    ） 

確認事項 
確認のうえ、チェック☑ 

を入れてください 

□ 出前講座で使用する資料は、全国社会保険労務士連 
合会が作成する「働くときの基礎知識」を使用しま

す。 

FAX 又はＥメールにてお申し込みください 
FAX 052-972-4129  MAIL ａ3145@keizai.city.nagoya.lg.jp 


